
10月1日 「法の日」
10月1日～7日 「公証週間」

公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士に
よる無料相談会を実施します。
□と　き　9月 30日（日）午前10時～午後4時
□ところ　可児市福祉センター2階第1会議室
□内　容　遺言、相続、不動産登録、土地境界、債務管理等
お問い合わせは
岐阜県土地家屋調査士会中濃支部（担当：中嶋）

☎62-6506まで
裁判所でも各種行事を計画します。
詳しくは、「裁判所ウェブサイト」（http://www.

courts.go.jp/）で紹介していますのでご覧ください。

交通事故からあなたの未来を守る自賠責保険・自
賠責共済の有効期限は切れていませんか？
自賠責保険・共済は、すべての自動車の保有者に、
自動車１台ごとに加入が義務づけられており、基本
的にすべての加害者の賠償責任を担保するととも
に、すべての被害者の基本的な賠償を保証する制度
であり、被害者の保護を目的としています。
自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反ですの
でご注意ください！！
車はもちろんですが、特に、車検制度のない
250cc以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自動
車）は有効期限切れ、かけ忘れにご注意を！

国際協力機構（JICA）は、開発途上国で現地の人々
と同じ生活をしながら、ともに働き、国づくりに貢
献するボランティアを募集しています。世界も、自
分も、変えるシゴト、してみませんか？
※平成24年度 JICAボランティア秋募集
□募集期間　10月1日（月）～11月5日（月）消印有効
※「体験談＆説明会」の開催地およびとき、ところ
・中津川市　10月14日（日）午後2時～
　　　　　　にぎわいプラザ　B1ホール
・岐 阜 市　10月17日（水）午後6時30分～
　　　　　　ふれあい福寿会館　301中会議室

平成24年10月1日以降、雇用調整助成金・中小企
業緊急雇用安定助成金の支給要件などが見直されま
す。
今回見直されるのは、以下の３点です。

①生産量要件の縮小
（企業活動の縮小を判定するための生産量（また
は売上高）要件）

②支給限度日数の縮小
（1年間と3年間について、限度日数）
③教育訓練費の引下げ
（教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額）
詳しくは、岐阜労働局助成金センター（☎058-

263-5650）またはハローワーク美濃加茂（☎0574-
25-2178）までお問い合わせください。

障がい者の雇用については、事業主に対し雇用す
る労働者に占める障がい者の割合を一定率以上雇用
する義務があります。
今回、「障がい者の雇用の促進等に関する法律」

の施行令の改正に伴い、平成25年4月1日から障が
い者の雇用率が1.8％から 2.0％に、また、障がい
者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業
員56人以上から50人以上に変わります。
詳しい内容等は、ハローワーク美濃加茂または岐

阜労働局へお問い合わせください。

NTT西日本では、10月中に新しい電話帳をお届
けする際、環境保護や資源の有効活用のため、古い
電話帳を回収しますので配達員へお渡しください。
ご不在の場合は、改めてお伺いしますのでタウン

ページセンタ（フリーダイヤル☎ 0120-506-309
（月）～（金）午前9時～午後5時）までご連絡ください。

法の日、公証週間　無料相談会
県土地家屋調査士会中濃支部 ☎ 62-6506
岐阜地方裁判所 ☎ 058-262-5121

JICAボランティア募集！！
（公社）青年海外協力協会中部支社

☎ 052-459-7229

雇用調整助成金等の支給要件変更のお知らせ

ハローワーク美濃加茂　☎ 0574-25-2178

障がい者の雇用率の引き上げのお知らせ

回収します。古い電話帳！！

ハローワーク美濃加茂　☎ 0574-25-2178

タウンページセンタ　フリーダイヤル
☎ 0120-506-309

切れていませんか？自賠責の有効期限!!
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局輸送担当

☎ 058-279-3714

オータムジャンボ宝くじを発売!!オータムジャンボ宝くじを発売!!
■発売期間　9月24日（月）から10月12日（金）まで

■抽せん日　10月19日（金）

今年の秋はデッカい　サンキュー（3億9千万円）

※宝くじの収益金の一部は市町村へ交付されています。
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